
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
職
員
）

（
職
員
）

第
十
八
条

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
一

条
に
お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
、
看
護
師
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
心
理
療
法
担
当

職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
児
童
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託

す
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
学
習
指
導
員
を
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ

て
は
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

一
時
保
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
一

条
に
お
い
て
同
じ
。）、
嘱
託
医
、
看
護
師
、
保
育
士
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）
第
十
二
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
又

は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
心
理
療
法
担
当

職
員
、
個
別
対
応
職
員
、
学
習
指
導
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童

十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
学
習
指
導
を
委
託
す
る
一
時
保
護

施
設
に
あ
っ
て
は
学
習
指
導
員
を
、児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
一
時
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
栄
養
士
を
、

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
っ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
２
〜
４

略
﹈

﹇
２
〜
４

同
上
﹈

附

則

附

則

（
設
備
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
設
備
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
一
時
保
護
施
設
（
建
築
中
の
も
の
を
含
み
、
こ
の
府
令
の
施
行
の

後
に
全
面
的
に
改
築
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）に
係
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
児

童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
。
次
条
第
一
項
に
お

い
て
「
児
童
福
祉
施
設
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）第
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
条

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
一
時
保
護
施
設
（
建
築
中
の
も
の
を
含
み
、
こ
の
府
令
の
施
行
の

後
に
全
面
的
に
改
築
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）に
係
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
児

童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
。次
条
に
お
い
て「
児

童
福
祉
施
設
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。）第
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
職
員
及
び
夜
間
の
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
職
員
及
び
夜
間
の
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
確
保
の
状
況
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
数
及

び
夜
間
の
職
員
体
制
に
つ
き
、
こ
の
府
令
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
当
該
一
時
保
護
施
設
は
、
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
（
次
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
期
限
」
と
い
う
。）ま
で
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
施
設
設
備
運
営
基
準
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
を
準

用
す
る
。

第
三
条

一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
確
保
の
状
況
そ
の
他
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
数
及

び
夜
間
の
職
員
体
制
に
つ
き
、
こ
の
府
令
で
定
め
る
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
当
該
一
時
保
護
施
設
は
、
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
施
設

設
備
運
営
基
準
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

都
道
府
県
は
、
一
時
保
護
施
設
の
職
員
の
数
及
び
夜
間
の
職
員
体
制
に
つ
き
、
創
意
と
工
夫
を
行
っ
て
も
な

お
こ
の
府
令
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
職
員
の
確
保
が
著
し
く
困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
職
員
の

確
保
に
係
る
計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
過
措
置
期
限
を
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
延
長
後
の
経
過
措
置
期
限
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
令
第
百
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂




